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北海道告示第７４２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年１１月１９日、月
形土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年１１月２８日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７４３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、訓子府土地改良区
が管理する常呂川頭首工に係る管理規程の変更を認可した。

平成２０年１１月２８日
北海道知事 高 橋 はるみ

認可した管理規程の概要
常呂川頭首工の維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。

北海道告示第７４４号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２０年１１月２８日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 函館市木直町４２６地先・４２６・１４０９（以上１筆地先２筆
国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 勇払郡占冠村字シムカプ原野１７２３
� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
字シムカプ原野１７２３（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 中川郡美深町字仁宇布５０６の１・５０６の２（以上２筆に
ついて次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
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ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 十勝郡浦幌町字帯富６３・２６０の１（以上２筆について
次の図に示す部分に限る。）、５４の２、５５の２

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに函館市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７４５号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第１１条第１項ただし書の規定により、次のとおり土
地に立ち入る旨、通知があった。
平成２０年１１月２８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 国土交通大臣
２ 事 業 の 種 類 一般国道３８号及び一般国道４４号改築工事（釧路外環状

道路・釧路 IC（仮称）から別保 IC（仮称）まで）並び
にこれに伴う普通河川、排水路及び町道付替工事

３ 立ち入ろうとする土地の区域 釧路市昭和１９０番４３０２
４ 立 入 期 間 平成２０年１２月１５日から１２月１９日まで

北海道告示第７４６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年１１月２８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域

路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
小 � 海 岸 公 園 線 小�市高島３丁目２０３番２地先から 前 １５．６５から １０９．００ ――北海道小�土木現業所 小�市高島３丁目１９５番２地先まで ２６．３５まで

後 １５．６５から １０９．００ ――３３．８４まで
清 里 止 別 線 斜里郡小清水町字旭１６６番１地先から 前 １１．６７から ５６５．５９ ――北海道網走土木現業所 斜里郡小清水町字旭１２６番１地先まで １６．３２まで

後 １５．２５から ５４０．３３ ――２９．９１まで

北海道告示第７４７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年１１月２８日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 札 幌 夕 張 線 夕張市富野国有林石狩空知森林計画区空知森林管理署２４１３ 平成２０．１２．１

午後１時北海道札幌土木現業所 林班地先から夕張市若菜２番３地先まで
道道 山 花 鶴 丘 線 釧路市山花１３線１３５番３地先（道道雄別釧路線交点）から 同 ２０．１２．１２
北海道釧路土木現業所 釧路市鶴丘９線１５９番２地先（一般国道２４０号交点）まで
道道 中札内インター線 河西郡中札内村大通北１丁目１９番１地先から 同 ２０．１１．２８
北海道帯広土木現業所 河西郡中札内村東１条北１丁目１番地先まで

河西郡中札内村協和東３線２４８番４地先から
河西郡中札内村協和東３線２４８番９地先まで

北海道告示第７４８号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２０年１１月２８日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項札幌銀行の事項を削る。
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道 人 事 委 員 会 規 則

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う関係規則の整理に関する規則
をここに公布する。
平成２０年１１月２８日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則２―４７

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う関係規則の整理に関する
規則

（北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則の一部改正）
第１条 北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則（北海道人事委
員会規則２－４５）の一部を次のように改正する。
別表第２個別事項２９の事項中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を
「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に、「公益法人等派遣条例」を
「公益的法人等派遣条例」に改め、同表個別事項３０の事項中「公益法人等派遣条例」を
「公益的法人等派遣条例」に、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法
律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
（初任給調整手当に関する規則の一部改正）
第２条 初任給調整手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－１３７）の一部を次のよう
に改正する。
第６条第２項中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人
等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改める。
（農林漁業普及指導手当に関する規則の一部改正）
第３条 農林漁業普及指導手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２３２）の一部を次
のように改正する。
第２条第３号イ中「財団法人漁村教育会」の次に「（昭和２３年５月１日に財団法人漁村
教育会という名称で設立された法人をいう。）」を加える。
第３条第１号中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人
等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に、「公益法人等への一般職の地方公務員の
派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」
に改める。
（給与の支給に関する規則の一部改正）
第４条 給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８０）の一部を次のように改
正する。
第６条第１項第３号中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益

的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に、「公益法人等派遣条例」を「公益
的法人等派遣条例」に改め、同条第２項中「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣
条例」に改める。
第２２条中「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に、「公益法人等派遣職
員」を「公益的法人等派遣職員」に、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関
する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益
法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第２３条第７号、第２６条の２、第２６条の４、第２９条第４号、第２９条の６第２項第６号及び
第１０号並びに第３１条第２号中「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改め
る。
第３２条第２項第２号、第３号及び第４号中「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派
遣条例」に改める。
第３５条の３第１項第２号中「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改め
る。
（給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）
第５条 給与の支給に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規則７－１０７５）
を次のように改正する。
附則第２項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的
法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
（通勤手当に関する規則の一部改正）
第６条 通勤手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８４）の一部を次のように改正
する。
第１５条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人
等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
第１６条第２号、第１７条の２第１項第３号及び第１７条の４第２項中「公益法人等への北海
道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条
例」に改める。
（通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）
第７条 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（北海道人事委員会規則７－１０５６）の
一部を次のように改正する。
附則第２項中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人等
への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改める。
（住居手当に関する規則の一部改正）
第８条 住居手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－３５４）の一部を次のように改正
する。
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第２条の３中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人等
への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改める。
（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）
第９条 特地勤務手当等に関する規則（北海道人事委員会規則７－３５７）の一部を次のよう
に改正する。
第６条第１項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益
的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を
「公益的法人等派遣法」に改め、同条第２項第１号中「公益法人等への北海道職員等の派
遣等に関する条例」を「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改め、
同項第２号及び同条第３項第１号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改
める。
（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正）
第１０条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（北海道人事委員会規則７－４０５）の一
部を次のように改正する。
第５条第２項第２号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣
法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第１６条中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第２１条第１項中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人
等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に、「公益法人等派遣職員」を「公益的法人
等派遣職員」に改める。
第４２条第１項及び第２項並びに第４２条の２中「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等
派遣職員」に改める。
別表第９中「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に、「公益法人等への
北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関す
る条例」に改める。
（単身赴任手当に関する規則の一部改正）
第１１条 単身赴任手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－７５４）の一部を次のように
改正する。
第５条第１項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益
的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を
「公益的法人等派遣法」に改め、同条第２項第６号中「公益法人等への北海道職員等の派
遣等に関する条例」を「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改め、
同項第７号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
別記第１号様式中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に、「公益法人等へ

の北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関
する条例」に改める。
（給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正）
第１２条 給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（北海道人事委員会規則７－１１０１）の一
部を次のように改正する。
第２条第９号エ中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法
人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改め、同条第１２号中「公益法人等への一
般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派
遣等に関する法律」に改める。
（地域手当に関する規則の一部改正）
第１３条 地域手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－１１０７）の一部を次のように改正
する。
第４条第１項第２号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣
法」を「公益的法人等派遣法」に改め、同項第３号中「公益法人等派遣法」を「公益的法
人等派遣法」に改める。
第５条第６号中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人
等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改める。
第６条第１項第１号及び第２号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改
める。
（公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部改正）
第１４条 公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則（北海道人事委員会規則１６－
１）の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則

第１条中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への
北海道職員等の派遣等に関する条例」に、「公益法人等への職員」を「公益的法人等への
職員」に改める。
第６条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人
等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
別表第１を次のように改める。
別表第１（第２条関係）
公立大学法人札幌医科大学
財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構（平成９年６月２７日に財団法人アイヌ文化振
興・研究推進機構という名称で設立された法人をいう。）
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財団法人新千歳空港周辺環境整備財団（平成６年６月１日に財団法人新千歳空港周辺
環境整備財団という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道科学技術総合振興センター（昭和６３年６月２日に財団法人北海道地域
技術振興センターという名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道建設技術センター（平成５年５月１２日に財団法人北海道建設技術セン
ターという名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道公立学校教職員互助会（昭和５１年１０月２５日に財団法人北海道公立学校
教職員互助会という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道市町村振興協会（昭和５４年３月３１日に財団法人北海道市町村振興協会
という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道地域総合振興機構（昭和６３年７月１日に財団法人北海道地域総合振興
機構という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道農業開発公社（昭和４５年６月１日に財団法人北海道農業開発公社とい
う名称で設立された法人をいう。）
社会福祉法人北海道社会事業協会
社団法人釧路市医師会（昭和２３年２月９日に社団法人釧路市医師会という名称で設立
された法人をいう。）
社団法人北海道観光振興機構（昭和３７年９月２７日に社団法人北海道観光連盟という名
称で設立された法人をいう。）
社団法人北海道国際農業交流協会（昭和６３年４月１日に社団法人北海道国際農業交流
協会という名称で設立された法人をいう。）
社団法人北海道農業担い手育成センター（平成７年８月２３日に社団法人北海道農業担
い手育成センターという名称で設立された法人をいう。）
社団法人北海道貿易物産振興会（昭和３９年７月２７日に社団法人北海道貿易物産振興会
という名称で設立された法人をいう。）
社団法人北方圏センター（昭和４７年１月２８日に社団法人北方圏センターという名称で
設立された法人をいう。）
北海道厚生農業協同組合連合会
北海道住宅供給公社
北海道土地開発公社
北海道土地改良事業団体連合会
北海道農業会議

（北海道職員等の育児休業等に関する規則の一部改正）
第１５条 北海道職員等の育児休業等に関する規則（北海道人事委員会規則１７－０）の一部を
次のように改正する。

第３条第１項第１号ア中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を「公
益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に、「公益法人等派遣条例」を「公
益的法人等派遣条例」に、「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改め、
同項第２号中「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に改め、同条第２項第
５号中「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に、「公益法人等派遣条例」
を「公益的法人等派遣条例」に改め、同項第６号及び第７号中「公益法人等派遣職員」を
「公益的法人等派遣職員」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。
（北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正）
２ 次に掲げる規則の規定中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則」を「公
益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則」に改める。
� 北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則１３－４２）第７条
第２項第７号

� 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（北海道人事委員会規則１３－４３）第
７条第２項第７号

� 北海道職員等の育児休業等に関する規則（北海道人事委員会規則１７－０）第３条第２
項第８号
（経過措置）
３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の単身赴任手当に関する規則の規定に
基づいて作成されている単身赴任届の用紙がある場合においては、この規則による改正後
の単身赴任手当に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

道 公 安 委 員 会 規 則

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う関係規則の整理に関する規則
をここに公布する。
平成２０年１１月２８日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
北海道公安委員会規則第８号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う関係規則の整理に関する
規則

（北海道警察の組織に関する規則の一部改正）
第１条 北海道警察の組織に関する規則（昭和４０年北海道公安委員会規則第２号）の一部を
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次のように改正する。
第８条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から第１２号までを１号ずつ繰り上
げる。
（北海道公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止）
第２条 北海道公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和５９年
北海道公安委員会規則第５号）は、廃止する。
（道路交通法の規定に基づく講習に関する規則の一部改正）
第３条 道路交通法の規定に基づく講習に関する規則（平成元年北海道公安委員会規則第９
号）の一部を次のように改正する。
第５１条第１項中「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
（北海道公安委員会の所管に属する出資法人等の情報公開実施規則の一部改正）
第４条 北海道公安委員会の所管に属する出資法人等の情報公開実施規則（平成１３年北海道
公安委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項中「民法（明治２９年法律第８９号）第３４条に規定する公益法人」を「一般社
団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号）第４２条第２項
に規定する特例民法法人」に改め、同条第２項第１号中「又は寄附行為」を削る。
附 則

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第３００号

道路交通法施行細則実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２０年１１月２８日

北海道警察本部長 鎌 田 聡
道路交通法施行細則実施規程の一部を改正する規程

道路交通法施行細則実施規程（平成２年北海道警察本部告示第１８号）の一部を次のように
改正する。
第４条第８号キ中「社団法人日本自動車連盟」の次に「（昭和２６年１１月１５日に社団法人
ジャパン・オートモビル・アソシエーションという名称で設立された法人をいう。）」を加
え、同条第１０号中「及び財団法人血液供給事業団を含む。」を削る。

附 則

この規程は、平成２０年１２月１日から施行する。
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